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令和７年度 事業計画 

自：令和７年４月 １日 

至：令和８年３月３１日 

 

県民の皆様へ 

                       公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会 

                             会 長  荒 山  徳 統 

 

○ はじめに 

 

 当協会は、平成２３年４月１日、社団法人から県民の皆様のための公益社団法人へ移行し、

公益社団法人の重責を真摯に受け止め、県民の皆様のための協会として、皆様のお役に立つ

活動や情報の発信を積極的に進めています。 

 さて、本年４月１日、改正『公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律（認定

法）』が施行されました。法改正の趣旨は、①財務規律等を見直し、法人の経営判断で社会的

課題への機動的な取り組みを可能にするとともに、②法人自らの透明性向上やガバナンス充

実に向けた取組を促し、国民からの信頼・支援を得やすくすることにより、より使いやすい

制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図ることです。これにより、公益法人が、その

潜在力を最大限に発揮して、多様で変化の激しい社会のニーズに柔軟に対応しつつ、社会的

課題解決に向けた活動を担うことが可能になり、当協会としても、改正認定法の趣旨に則り、

今まで以上にガバナンスの充実や透明性の向上に努め、県民生活の向上及び県土の健全かつ

均衡ある発展に貢献する所存であります。 

 

 県民の皆様に関係が深い（１）地価公示価格（基準日毎年１月１日）、（２）県地価調査価

格（基準日毎年７月１日）、（３）固定資産税評価（３年に一度の１月１日）、（４）相続税

路線価（基準日毎年１月１日）、（５）道路等の各種公共施設用地を取得するための不動産鑑

定評価等を行っております。また、これらの業務が円滑に実施されるように、インターネッ

トや地理情報システム技術を駆使して公益業務への支援活動を行っております。 

  

不動産価格は、その時々の景気の動向に強い影響を受けることになり、景気動向の把握は

重要であります。昨今の経済情勢は、長期化する円安による輸入価格の上昇、自然環境の変

化に伴う農水産価格の高騰、日銀の金利引き上げ政策等、下振れリスクが多く、景気の先行

きが懸念されます。加えて、頻発する大地震や台風・豪雨による自然災害の多発など、不安

定要因も多く、今後とも十分注視していく必要があります。当協会では、こうした景気動向

を踏まえた上での地価動向について、引き続き注視してまいります。 

 

また、これまで国策である空き家対策や中古住宅流通の活性化、地方再生や中心市街地の

活性化、更には命や財産を守る防災意識の啓発等々、市民生活に関わる様々なテーマの市民

公開講座や研修会、県民の皆様が気軽に相談できる無料相談会を開催してまいりました。し

かし、令和２年度以降は、コロナ禍等により、事業の中止あるいは事業規模・内容の縮小、見

直し等をせざるを得ない状況が続いておりました。ようやく、昨年頃からこうした懸念も和
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らぎ、社会経済活動が活発化し全体的にはコロナ禍前の日常を取り戻しつつあります。そこ

で、令和７年度においては、感染リスクには引続き注意を払いつつも、コロナ禍前と同様に

積極的に事業を展開していきたいと考えています。 

 

皆様方の大切な財産の管理や処分及び有効活用には不動産鑑定評価が欠かせません。引き

続き不動産鑑定評価制度の普及と自己研鑽を重ねてまいりますので、今後とも皆様方のご理

解とご支援をお願い申し上げます。                       

 

 

１． 一般県民に対する市民講座等及び相談会の開催 

（１）市民公開講座等の開催 

市民公開講座は、県民の皆様を対象とした公開講座であり、高齢社会への対応や地域

再生など都市形成あるいは不動産市場に関する市民生活に影響のあるテーマを取り上

げて開催していまいりました。これまでリニア新幹線の活用、中心市街地活性化、空き

家が与える社会問題、防災意識の啓発などを取り上げてきましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を考慮し、やむなく中止が続いてきました。令和７年度は、感染

防止対策に十分配慮しながら、住家被害認定等をテーマにした講座等を開催します。 

＜対象者＞ 一般県民、産業経済界関係者、行政担当者、不動産関連事業者 

（２）相談会の開催 

不動産価格、地代家賃をはじめとする不動産に関する県民の皆様が抱える諸問題に

対して、令和７年度においても、引き続き、相談会を開催します。 

〇春と秋の無料相談会・・・ 県内主要市１０箇所に会場を設けて開催（年２回） 

会員の不動産鑑定士が相談に応じます。  

〇定期無料相談会・・・・・ 士協会事務所で月１回（原則第３水曜日）開催 

会員の不動産鑑定士（当番制）が相談に応じます。 

＜対象者＞ 一般県民 

 

２． 不動産市場に関する調査分析・研究・情報発信等 

（１）岐阜県地価調査及び地価公示 

毎年７月１日現在で実施する岐阜県地価調査の基準地価格、毎年１月１日現在で実

施する地価公示の標準地価格をまとめて、その結果をＨＰ等で広く県民に情報発信し

ます。 

＜対象者＞ 一般県民、地方公共団体 

 （２）不動産市況ＤＩ調査 

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会と共同で、県内の不動産関連業者に対して県内

地価、家賃及び不動産取引動向の現状と先行きに関するアンケート調査を行い、その

結果をディフュージョンインデックス（ＤＩ）として報道機関への提供やＨＰに公表

するなど、広く県民に情報発信します。 

〇年２回（基準日４月１日、１０月１日）実施 

＜対象者＞ 一般県民、不動産関連事業者、地方公共団体職員、士業 

 （３）不動産取引価格情報提供制度による情報閲覧 

    国土交通省が実施する不動産取引の価格等のアンケート調査に協力して、県内地方
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公共団体関係分の調査等を行います。取引価格情報は国土交通省のホームページで公

表されています。 

 （４）賃料・利回りデータ等の収集、分析・整備 

    不動産市場の実態調査の一環として、新規地代の設定や新規建物賃貸借、継続地代・

家賃についての適正水準を検討する際に必要な賃料データ等を収集し、分析・整備し

ます。 

     ＜対象者＞ 一般県民、不動産関連事業者 

（５）固定資産（土地）評価替えに関する鑑定評価事業 

県民の固定資産の適正な価格評価とそれに基づく妥当な固定資産税の賦課に資する

ため、３年に一度実施する固定資産の評価替えの前提となる評価地点の鑑定評価とそ

の中間年度に実施する時点修正率の評定が適正に実施されるよう支援します。令和７

年度は、隣接する市町村間において均衡のとれた時点修正作業が行われるように支援

します。 

 （６）相続税評価支援事業 

公正妥当な相続税額や贈与税額を算定するために必要となる相続税標準地鑑定評価

と精通者意見価格査定が適正に実施されるよう支援します。 

     ＜対象者＞ 一般県民、地方公共団体、国税庁 

 

３． その他の事業 

（１）研修会の開催 

専門知識、周辺知識の習得をはじめ会員の資質の向上に資する研修会を、オンライン

も含め状況に応じ開催します。 

〇年２回程度開催 

（２）新聞紙上広告 

士協会活動の普及、県民の皆様の不動産鑑定評価制度等についての理解を図るため、

紙面買上げによる新聞広告を行います。 

〇年２回 

（３）岐阜県士業連絡協議会との交流 

会員の資質向上、視野拡大等のため、岐阜県士業連絡協議会（弁護士会、税理士会、

公認会計士会等１２の専門職業家団体）との意見交換会に参加するとともに、県民の

ための無料相談会を当該協議会と共同して開催します。 

（４）その他団体との交流 

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会と共同して不動産取引ＤＩ調査事業を引き続き

実施します（前出２（２））。また、中古住宅の円滑な流通などについて、（公社）岐阜

県宅地建物取引業協会及び（公社）全日本不動産協会岐阜県本部と積極的な意見交換

会を行います。さらに、今後増え続けると予想される空き家問題及び所有者不明土地

問題に関し、関係団体と連携しながら取り組んでまいります。 

 （５）県下各大学との連携 

    次世代を担う大学生を対象に不動産鑑定制度の重要性を周知・啓蒙し、不動産鑑定

士の職務への理解を深めることを目的として、県下各大学との連携を深めてまいりま

す。 


